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はじめに 

 

平成 16 年４月、「司法試験」というこれまでの「点」による選抜ではなく、法学教育、

司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整

備する一環として、その中核的な教育機関という位置付けで法科大学院が創設された。ま

たこれと同時に、法科大学院の教育活動等の質を保証することを目的として、第三者評価

機関による認証評価制度も併せて整備された。 

 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）は、平成 17 年１

月、文部科学大臣から認証評価機関としての認証を受けて、１巡目の評価として 28 大

学、２巡目の評価として 27 大学、３巡目の評価として 21 大学、４巡目の評価として 19

大学の法科大学院について認証評価を行ってきた。 

 

法科大学院教育の現状については、令和元年６月、「法科大学院の教育と司法試験等と

の連携等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、法科大学院における教育

の充実や、法科大学院と法学部等との連携等に関する規定が順次施行されている。そし

て、認証評価に関しては、令和２年６月、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別

委員会において、「法科大学院制度改革を踏まえた認証評価の充実の方向性について」と

して認証評価機関が今後取り組むべき方向性が取りまとめられ、これらに則したものとな

るよう法科大学院評価基準要綱を大幅に改定し、４巡目の認証評価を実施した。 

 

機構では、５巡目の認証評価に向けて、令和７年１月、「法科大学院認証評価検討ワー

キンググループ」を設置して、法科大学院評価基準要綱改定に係る作業をスタートさせ

た。 

この作業においては、４巡目の評価実施中になされた法令等の改正並びに「「新たな時

代を見据えた質保証システムの改善・充実について」（審議まとめ）（令和４年３月 18日 

中央教育審議会大学分科会質保証システム部会）」、「教学マネジメント指針」及びその

追補など中央教育審議会における質保証に係る動向に加えて、これまで機構の認証評価

を受けた法科大学院や機構の評価に携わった評価担当者からのアンケート結果を踏まえ、

評価基準や評価の方法等について検討を行った。 

その結果、法科大学院の教育活動等の質保証について重点的な評価を実施すること、

基準のなかで特に重視される基準を「重点評価項目」とすること、評価基準本体は概括

的で簡素なものとすること等、５巡目においても基本的な方針については継続しつつ、

より適切な認証評価を行うための評価基準等の改定を行い、今般、新たな「法科大学院評

価基準要綱」として決定するところとなった。 

なお、本要綱のほかに、評価の詳細な手順等を示すものとして、各法科大学院が行う自

己評価に当たっての実施要項（「自己評価実施要項」）や、機構の評価担当者が評価に当た

って用いる手引書（「評価実施手引書」）等についても順次改定を行う。 

 

法科大学院教育の充実のためには、法科大学院が、認証評価の結果を踏まえた上で、社

会の声にも真摯に耳を傾け、自らその改善を図り、真に国民の期待と信頼に応えていくこ

とが重要である。 

また、機構としては、我が国の法科大学院の教育活動等の水準の維持・向上を図るとと

もに、その個性的で多様な発展に資するよう、これからも法科大学院評価システムの改善

に向け、努力してまいる所存である。 
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Ⅰ 総則 
 

１ 評価の目的 
 

 

１－１ 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）

が、法科大学院を置く大学からの求めに応じて、法科大学院に対して実施

する評価（以下「評価」という。）においては、我が国の法科大学院の教

育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資

することを目的として、機構が定める法科大学院評価基準（以下「評価

基準」という。）に基づき、次のことを実施する。 
 

（１）法科大学院の教育活動等の質を保証するため、法科大学院を定期的

に評価し、教育活動等の状況が評価基準に適合しているか否かの認定

をすること。 
 

（２）当該法科大学院の教育活動等の質の向上及び改善を促進するため、

法科大学院の教育活動等について多面的な評価を実施し、評価結果を

当該法科大学院を置く大学に通知すること。 
 

（３）法科大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう

支援及び促進していくため、法科大学院の教育活動等の状況を多面的

に明らかにし、それを社会に示すこと。 
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２ 評価基準の性質及び機能 
 

 

２－１ 

評価基準は、学校教育法第１０９条第４項に規定する大学評価基準とし

て策定されたものである。 

 

 

２－２ 

評価基準は、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

（以下「連携法」という。）第２条に規定する「法曹養成の基本理念」及

び専門職大学院設置基準に規定される法科大学院の設置基準等を踏まえ

て、学校教育法第１０９条第５項に基づき、機構が、法科大学院の教育活動

等に関し、評価基準に適合している旨の認定（以下「適合認定」とい

う。）をする際に法科大学院として満たすことが必要と考える要件、及び

当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析し、教

育活動等の質の向上及び改善が自律的に行われていることを確認するため

の内容を定めたものである。 
 

 

２－３ 

基準のうち、法科大学院教育の質を保証する観点から特に重視される基

準を重点評価項目とする。 

 

 

  



- 3 - 

 

３ 適合認定 
 

 

３－１ 

機構は、各基準の判断結果を総合的に考慮し、法科大学院の教育活動等

の状況が評価基準に適合していると認める場合、法科大学院に適合認定を

与える（以下、機構から適合認定を受けた法科大学院を「機構認定法科大

学院」という。）。 

重点評価項目を満たしていない場合は「法科大学院評価基準に適合して

いない」と判断する。 
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Ⅱ 評価基準 
 

 

 

※ 評価基準における法科大学院の目的とは、人材の養成に関する目的その他の教育研究

上の目的をいう。 

 

  

領域１ 法科大学院の教育活動等の現況 

基準１－１ 法科大学院の目的が適切に設定されていること 
 

基準１－２ 法科大学院の目的に則した人材養成がなされていること 
 

基準１－３ 教育活動等を展開する上で必要な教職員等が適切に配置されて

いるとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 
 

基準１－４ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切である

こと 
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領域２ 法科大学院の教育活動等の質保証 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価

し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継

続的に取り組むための体制が明確に規定されていること 

基準２－２（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価を

行うための手順が明確に規定され、適切に実施されていること 

基準２－３（重点評価項目） 教育活動等の状況についての自己点検・評価

に基づき教育の改善・向上の取組が行われていること 
 

基準２－４ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含

め、その質の維持及び向上を図っていること 

基準２－５ 法科大学院が法曹養成連携協定に基づいて行うこととされてい

る事項が適切に実施されていること 
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領域３ 教育課程及び教育方法 

基準３－１ 学位授与方針が具体的かつ明確であること 

基準３－２ 教育課程方針が、学位授与方針と整合的であること 

基準３－３ 教育課程の編成が、学位授与方針及び教育課程方針に則してお

り、段階的かつ体系的であり、授業科目が法科大学院にふさわし

い内容及び水準であること 

基準３－４ 学位授与方針及び教育課程方針に則して、法科大学院にふさわ

しい授業形態及び授業方法が採用されていること 

基準３－５ 教育課程方針に則して、公正な成績評価が客観的かつ厳正に実

施され、単位が認定されていること 

基準３－６ 法科大学院の目的及び学位授与方針に則して修了要件が策定さ

れ、公正な修了判定が実施されていること 

基準３－７ 専任教員の授業負担等が適切であること 
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領域４ 学生の受入及び定員管理 

基準４－１ 学生受入方針が具体的かつ明確に定められていること 

基準４－２ 学生の受入が適切に実施されていること 

基準４－３ 在籍者数及び実入学者数が収容定員及び入学定員に対して適正

な数となっていること 
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領域５ 施設、設備及び学生支援等の教育環境 

基準５－１ 法科大学院の運営に必要な施設及び設備が整備され、有効に活

用されていること 

基準５－２ 学生に対して、学習、生活、経済、進路、ハラスメント等に関

する相談・助言、支援が行われていること 
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Ⅲ 評価の実施体制及び方法等 
 

 

１ 評価の種類 
 

 

１－１ 

学校教育法第１０９条第３項に規定する認証評価を実施するに当たって

は、次の２種類の評価をもって実施する。 
 

（１）本評価 
 

法科大学院の教育活動等の状況について、評価基準に適合してい

るかどうかの判断を行う評価 
 

（２）追評価 
 

本評価において適合認定を受けられなかった法科大学院を対象と

して、本評価時に満たしていないとされた基準について満たしてい

るか否かの判断を行い、先の本評価と併せて、評価基準に適合して

いるかどうかの判断を行う評価 
 

 

１－２ 

本評価に先立ち、法科大学院の開設後、初年度の入学者（３年課程）の

修了以前の段階における教育活動等の状況について実施する評価を予備評

価という。 
 

 

１－３ 

法科大学院は、５年以内ごとに本評価を受けるものとする。 

追評価を受けた法科大学院については、次の評価の時期は、当該追評価

の実施年度からではなく、本評価の実施年度から起算するものとする。 
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２ 評価の実施体制 
 

 

２－１ 

 評価を実施するに当たっては、法科大学院に関し高く広い知見を有する大

学関係者及び法曹関係者並びに社会、経済、文化その他の分野に関する学識

経験を有する者により構成される法科大学院認証評価委員会（以下「評価委

員会」という。）を設置し、その下に、個別の法科大学院の評価を実施する

ために、評価対象法科大学院の状況に応じた評価部会を編成する。 

 評価部会は、評価担当者として評価委員会委員及び専門委員で構成する。

専門委員は、公平性、透明性を確保する観点から、法科大学院を置く大学、

法曹三者、関係諸団体から広く推薦を求める。 
 

 

２－２ 

評価委員会委員及び専門委員は、自己の関係する大学に関する事案につ

いては、その議事の議決に加わることができないこととする。 

 

 

２－３ 

機構は、機構が実施する評価を、客観的な立場からの専門的な判断を

基礎とした信頼性の高いものとするため、評価担当者が共通理解の下で

公正、適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう、評価担当者に対して、

評価の目的、内容及び方法等について十分な研修を実施する。 
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３ 評価の方法等 
 

 

３－１ 

機構は、毎年度、法科大学院を置く大学からの申請に基づき、評価を実

施する。 

申請の方法等については、別に定める。 
 

 

３－２ 

機構は、評価の申請があった場合には、正当な理由がある場合を除き、

遅滞なく、当該法科大学院の評価を実施する。 
 

 

３－３ 

評価の手順は次のとおりとする。 
 

（１）別に定める「自己評価実施要項」に基づき、各法科大学院において

作成された自己評価書等を踏まえ、法科大学院の教育活動等の状況を

分析し、各基準を満たしているかどうかの判断を行う。 
 

（２）（１）の結果を総合的に考慮し、法科大学院の教育活動等の状況が

評価基準に適合しているか否かの判断を行う。 
 

（３）基準ごとの分析・判断の結果に基づき、法曹養成の基本理念及び当

該法科大学院の目的等に照らし、教育活動等の優れた点や改善を要す

る点等について明らかにする。 
 

 

３－４ 

評価は、評価部会が行う書面調査及び訪問調査により実施する。 

書面調査は、別に定める「評価実施手引書」に基づき、当該法科大学院

が作成する自己評価書（根拠として提出された資料・データ等を含む）、

及び機構が調査・収集する資料・データ等の分析により調査を実施する。 

訪問調査は、別に定める「訪問調査実施要項」に基づき、評価担当者が

当該法科大学院を訪問し、書面調査では確認することのできない内容等を

中心に調査を実施する。 

書面調査及び訪問調査を踏まえて、評価部会が評価結果（原案）を取り

まとめ、評価結果（原案）は評価委員会において審議し、評価結果（案）

として取りまとめる。 
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３－５ 

評価結果を確定する前に、評価結果（案）を当該法科大学院を置く大学

に通知し、その内容等に対する意見の申立ての機会を設ける。 

意見の申立てがあった場合は、再度審議を行った上で、評価結果を確定

する。 

意見の申立てのうち、適合と認定されない評価結果（案）に対する意見

の申立ての審議を行うに当たっては、評価委員会の下にその年度の評価に

加わらない者からなる専門部会を置く。専門部会は、意見の申立てに理由

があるかどうかについて審査を行い、評価委員会は、その議を踏まえて評

価結果を確定するものとする。 
 

 

３－６ 

機構は、評価結果を評価報告書としてまとめ、当該法科大学院を置く大

学へ通知し、文部科学大臣に報告するとともに、ウェブサイトへの掲載等

により、広く社会に公表する。 

評価結果の公表の際には、評価の透明性を確保するため、当該法科大学

院を置く大学から提出された自己評価書等を機構のウェブサイトに掲載す

る。 
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４ 追評価 
 

 

４－１ 

機構は、本評価において適合認定を受けられなかった法科大学院を対象

として、当該法科大学院を置く大学からの申請に基づき、追評価を実施す

る。 

当該法科大学院の追評価の申請は、本評価実施年度の翌々年度まで受け

付けるものとする。 

申請の方法等については、別に定める。 
 

 

４－２ 

機構は、本評価時に満たしていないとされた基準について満たしている

か否かの判断を行い、先の本評価と併せて総合的に考慮し、法科大学院の

教育活動等の状況が評価基準に適合していると認める場合、法科大学院に

適合認定を与える。 

 
 

  



- 14 - 

 

５ 予備評価 
 

 

５－１ 

法科大学院の開設後、初年度の入学者（３年課程）の修了以前の段階に

おける教育活動等の状況について、法科大学院を置く大学からの申請に基

づき、予備評価を実施する。 
 

 

５－２ 

予備評価は、当該法科大学院関係者の評価に対する理解と習熟を高める

とともに、本評価に先立って教育活動等の改善に資するために実施する。 

なお、予備評価は、本評価を申請する際の要件ではない。 

 

 

５－３ 

予備評価の内容等は次のとおりとする。 
 

（１）予備評価は、原則として本評価と同様に実施する。 

 ただし、初年度の入学者（３年課程）の修了以前の段階においては

評価し得ない部分について、予備評価においては実施しないものとす

る。 
 

（２）予備評価の評価結果は、当該法科大学院を置く大学に通知するが、

文部科学大臣への報告、社会への公表を行うものではない。 
 

（３）予備評価は、法科大学院に適合認定を与えるものではない。 
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６ 評価実施後の法科大学院における教育活動等の質の確保 
 

 

６－１ 

（１）機構の評価を受けた法科大学院を置く大学は、次の評価（他の認証

評価機関による評価を含む。）を受けるまでの間に、学校教育法第１

１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める

省令第４条第１項第１号に掲げる事項について重要な変更があったと

判断したときは、別に定める法科大学院重要事項変更届（以下「重要

事項変更届」という。）の様式に従い、その状況を機構に提出するも

のとする。 
 

（２）機構認定法科大学院を置く大学であって、評価において改善を要す

る点として指摘された事項等がある場合には、別に定める法科大学院

対応状況報告書（以下「対応状況報告書」という。）の様式に従い、

その対応状況を機構に提出するものとする。 

 ただし、対応状況報告書等の調査の結果、機構が翌年度以降の対応

状況報告書等の提出を要しないと認めた事項等については、この限り

でない。 
 

６－２ 

（１）機構は、重要事項変更届等を調査した結果、教育課程、教員組織そ

の他法科大学院の教育活動全般について、重要な変更又は状況の変化

があると認めた法科大学院については、当該法科大学院を置く大学の

意見を聴いた上で、必要に応じ、既に公表した評価の結果に変更又は

変化の内容を付記する。 
 

（２）機構は、対応状況報告書等を調査した結果、改善が行われていると

確認できた場合には、その旨を評価の結果に付記する。 
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７ 情報公開 
 

 

７－１ 

機構は、評価基準、評価方法、評価の実施体制等の学校教育法施行規則

第１６９条第１項に規定する事項を公表するとともに、その他の評価に関

して保有する情報についても、可能な限り、ウェブサイトへの掲載等適切

な方法により提供する。 
 

 

７－２ 

機構に対し、評価に関する法人文書の開示請求があった場合は、「独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（以下「独立行政法人等

情報公開法」という。）に基づき、原則として開示する。 

ただし、法科大学院を置く大学から提出され、機構が保有することとな

った法人文書（Ⅲ ３－６により公表済みのものを除く。）の開示に当た

っては、独立行政法人等情報公開法に基づき当該法科大学院を置く大学と

協議するものとする。 
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８ 評価基準の改定等 
 

 

８－１ 

機構は、法科大学院関係者、法曹関係者及び評価担当者等の意見を踏ま

え、適宜、評価基準等の改善を図り、開放的で進化する評価システムの構

築に努める。 

評価基準の改定及び評価方法その他評価に必要な事項の変更は、事前に

法科大学院関係者及び法曹関係者等へ意見照会を行うなど、その過程の公

正性及び透明性を確保しつつ、評価委員会で審議し決定する。 

なお、評価基準等が改定される場合には、相当の周知期間を置き、法科

大学院の理解や自己評価の便宜等に配慮するものとする。 
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９ 評価手数料 
 

 

９－１ 

評価を実施するに当たっては、別に定めるところにより、評価手数料を

設定し、徴収する。 
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